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新
た
な
要
求
事
項
に
漏
れ
な
く
対
応
を

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
概
要
と

適
用
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１章

㈱
デ
ィ
ー
バ

公
認
会
計
士

吉
住
　
浩
太
郎

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
で
は
、Ｐ
Ｌ
の
区
分・小

計
、営
業
費
用
の
分
析
、Ｍ
Ｐ
Ｍ
の
注
記

な
ど
、新
た
な
要
求
事
項
が
導
入
さ
れ

て
い
る
。

●
多
く
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
企
業
で
は
、Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
18
号
ベ
ー
ス
の
表
示・開
示
案
の
詳

細
化
に
着
手
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

検
討
漏
れ
が
残
ら
な
い
よ
う
論
点
を
整

理
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
概
要
お

よ
び
適
用
初
年
度
の
開
示

⑴　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
要
求
事
項

２
０
２
４
年
４
月
に
国
際
会
計
基
準
審

議
会（
以
下
、「
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
」と
い
う
）よ
り

公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号「
財
務
諸
表

に
お
け
る
表
示
及
び
開
示
」（
以
下
、「
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
18
号
」と
い
う
）は
、
２
０
２
７
年
１

月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
強

制
適
用
さ
れ
る
。
表
示
・
開
示
に
関
す
る

現
行
基
準
で
あ
る
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号「
財
務
諸

表
の
表
示
」（
以
下
、「
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号
」と
い

う
）の
多
く
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
次
の
新
た
な

要
求
事
項
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
特
集
で
は
資
産
へ
の
投
資
ま

た
は
顧
客
へ
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
提
供
を

主
要
な
事
業
活
動
と
し
な
い
企
業
を
前
提

に
解
説
す
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
は

表
示
・
開
示
に
関
す
る
基
準
で
あ
り
、
そ

の
適
用
に
よ
っ
て
も
、
基
本
的
に
純
損
益

と
し
て
認
識
さ
れ
る
金
額
自
体
に
変
更
は

な
い
。

①　
純
損
益
計
算
書（
以
下
、「
Ｐ
Ｌ
」と
い

う
）の
区
分
お
よ
び
小
計

・収
益
お
よ
び
費
用
を
、５
つ
の
区
分（
営

業
、投
資
、財
務
、法
人
所
得
税
、非
継

続
事
業
）に
分
類
し
て
表
示
す
る（
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
47
項
）。

・当
該
区
分
を
踏
ま
え
、営
業
損
益
、財
務

お
よ
び
法
人
所
得
税
前
損
益
の
小
計

を
表
示
す
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
69
項
）。

②　
集
約
お
よ
び
分
解
の
原
則
―
全
般

・
新
た
に
定
め
ら
れ
た
基
本
財
務
諸
表

（
以
下
、「
本
表
」と
い
う
）お
よ
び
注
記

の
役
割
に
基
づ
き
、情
報
を
本
表
ま

た
は
注
記
の
い
ず
れ
に
含
め
る
か
を

決
定
す
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
15
項
～
17

項
）。

・新
た
に
定
め
ら
れ
た
集
約
お
よ
び
分
解

の
原
則
を
適
用
す
る
た
め
に
、項
目
を

そ
の
特
徴
に
応
じ
て
集
約
、分
解
す
る

（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
41
項
）。た
と
え
ば
、

「
そ
の
他
」と
い
う
名
称
は
、よ
り
有
益

な
名
称
が
な
い
場
合
に
限
り
用
い
る

こ
と（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
Ｂ
25
項
）等
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

③　
集
約
お
よ
び
分
解
の
原
則
―
営
業
費

用
の
分
析

・
Ｐ
Ｌ
の
営
業
区
分
で
は
、費
用
の
性
質

ま
た
は
機
能
の
い
ず
れ
か
、ま
た
は
両

方
の
特
徴
を
用
い
て
、費
用
を
最
も
有

用
な
体
系
化
さ
れ
た
方
法
で
分
類
し
、

表
示
す
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
78
項
）。

・
Ｐ
Ｌ
の
営
業
区
分
に
お
い
て
、機
能
別

分
類
に
よ
り
費
用
科
目
を
一
つ
以
上

表
示
し
た
場
合
、減
価
償
却
、償
却
、従

業
員
給
付
、非
金
融
資
産
の
減
損（
お

よ
び
戻
入
れ
）、棚
卸
資
産
の
評
価
減

（
お
よ
び
戻
入
れ
）の
５
項
目（
以
下
、

「
特
定
５
項
目
」と
い
う
）に
つ
い
て
性

質
別
に
分
解
し
た
情
報
を
単
一
の
注

記
で
開
示
す
る
。あ
わ
せ
て
、各
合
計

額
が
営
業
区
分
の
各
表
示
科
目
に
含

ま
れ
る
金
額
お
よ
び
営
業
区
分
以
外

で
当
該
金
額
を
含
む
表
示
科
目
を
開

示
す
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
83
項
）。

④　

経
営
者
が
定
義
し
た
業
績
指

標（M
anagem

ent-d
efined 

Perform
ance M

easures

。
以
下
、

「
Ｍ
Ｐ
Ｍ
」と
い
う
）の
注
記


